








用語解説

37 38

STEP② 

借金問題についての

スタートをきりましょう！

●免責

免責とは債務(借金)について法律上の支払い義務を免除することによって、債務者の経済的な立ち

直りを助ける制度です。税金や罰金、養育費などは免責を受けても支払の免除がされません。免責

を受けるにはまず破産手続開始決定を受けることが必要です。

●利息制限法

金銭の消費貸借契約は、原則貸主・借主の間で自由に利率を決めることが可能ですが、その場合の

利息の上限を定めているのが利息制限法です。利息制限法で定められる上限を超える利息分につ

いては無効とされます。 近年、借金に関する状況は大きく変わりつつあります。

平成18年に出資法、利息制限法が廃止され、グレーゾーン、みなし弁済が廃止されることになり、

貸金業者の中には利息を下げるところまで出てきました。

しかし利息が下がっても膨れ上がった借金を完済することは、なかなか難しいでしょう。

ただ、そのような場合に、早めに債務整理をすれば、

それ以上借金が増える状況から抜け出すことができます。

借金問題は法律で解決ができます。

さあ、あなたも借金問題を解決しましょう。

勇気を出して専門家に相談してください。

●グレーゾーン金利

お金を貸した時の利息は｢利息制限法｣によって最高年20％を超える部分は無効としています。し

かし消費者金融の貸し付けや信託会社の金利は20％～29.2％の利率が多いのです。また出資法で

は上限は29.2%を超える利率で貸し付けを行った場合は罰せられます。この利息制限法と出資法

の金利の差の部分がグレーゾーン金利です。

●根保証

借金の保証をする際に極度額という枠を決めて、その極度額以内であればその後発生するすべて

の債務を保証するということです。たとえば100万円の借金について1,000万円の根保証人になっ

たとします。そうすると、100万円の借金の保証をしたつもりが、債務者がその後次々と借金を重ね、

根保証人が知らないうちに100万円以上の借金が増えても、1,000万円の極度額までは保証しなく

てはいけません。保証内容は十分注意をしてください。

STEP②用語解説

借金の金額 法定利息

10万円未満 20％

10万円以上100万円未満 18％

100万円以上 15％

【利息制限法の法定利息】

お問い合わせ・ご相談は　　　0120-932-836お問い合わせ・ご相談は　　　0120-932-836
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料金のご案内

豊富な実績により
最善策をご提案いたします。

※掲載の価格は消費税込みの価格です。

料金のご案内料金のご案内

●任意整理

着手金 債権者数 × 21,000円

減額報酬 減額分 × 10.5％ 又は 10,500円（※1）

過払報酬 過払金の返還金額 × 21％（※2）

※お受けする債権者の数が１社の場合、着手金は52,500円となります。※お受けする相手方の数が２社の場合、着手金は債権者１社あたり31,500円となります。
※1）債権者50万円の請求につき、利息引き直し後30万円になった場合には、（20万円 × 10.5％ ＝ 21,000円）の減額報酬が発生します。なお、債権者の請求す
る金額と利息引き直し後の金額の差が10万円未満だった場合は、最低報酬額として減額報酬は10,500円となります。※2）過払金の返還金額が10万円発生した
場合には、そのうち21,000円が過払報酬（10万円 × 21％）となり、残りの79,000円をお客様に返還することとなります。

●自己破産

債権者数が10社以下 262,500円（以後、1社増ごとに＋5,250円）

※上記の報酬は、管轄が岐阜県内の裁判所である場合に限ります。

●過払い金計算サービス

報酬金 １件につき5,250円

※当事務所に過払い金請求をご依頼いただく場合は、その費用の一部に充当します。

●債権者への振込代行

報酬金 振込口座数 × 1,050円

◆ 住宅資金特別条項（※3）を提出しない場合

●個人再生

債権者数が10社以下 315,000円（以後、1社増ごとに＋5,250円）

◆ 住宅資金特別条項（※3）を提出する場合

債権者数が10社以下 367,500円（以後、1社増ごとに＋5,250円）

※上記の報酬は、管轄が岐阜県内の裁判所である場合に限ります。
※3）住宅資金特別条項／住宅ローンに関する特別なルールです。住宅資金特別条項を利用すると、無理なく返済できる方法に変更することができるので、ロー
ンの支払いが滞り住宅を手放さなくてはならないというような状況を避けることができます。住宅特別条項には種類があります。詳しくは当事務所にお気軽にお
問い合わせください。

◆ 和解・示談による場合

●過払金返還請求

着手金 1件につき21,000円

成功報酬 過払い金の返還額 × 21％

※お受けする相手方の数が１社の場合、着手金は52,500円となります。※お受けする相手方の数が２社の場合、着手金は債権者１社あたり31,500円となります。

◆ 訴訟代理・本人訴訟・訴訟上の和解による場合

基本報酬 1件につき52,500円

成功報酬 過払い金の返還額 × 21％

※訴訟代理・本人訴訟・訴訟上の和解による場合は報酬のほかに裁判所に納める訴訟費用が別途必要となります。

お問い合わせ・ご相談は　　　0120-932-836お問い合わせ・ご相談は　　　0120-932-836
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司法書士法人グッドライフ 概要

お問い合わせ・ご相談について

   P

P

土岐泉西局

ケンタッキー
フライドチキン

サークルK

コメダ珈琲

にぎりの徳兵衛

ファミリーマート
熊谷医院

タカケン
クリーニング

大垣共立銀行

東濃信金

ホテルルートイン

エネオス

よろずやビル

JAとうと泉

清野鍼灸院

タカギ
クリニック

シェル石油
サンモール
加藤耳鼻咽喉科

土岐ステーションビル
JR
中央
本線

土岐
市駅

国道
19号

至国道21号
　中央自動車道 土岐IC

司法書士法人グッドライフ

葉月薬局鈴木医院

バス停「土岐市駅北」

バス停「土岐市駅前」

N

岩畑

泉神栄町

久尻

事務所名

司法書士

所属

住所

フリーダイヤル

TEL

FAX

E-mail

URL

営業時間

休日

面接相談

メール相談

司法書士法人グッドライフ

若尾 紀行(わかお のりゆき)

岐阜県司法書士会・岐阜県行政書士会・中部相続支援ネットワーク

〒509-5147 岐阜県土岐市泉郷町4-29-1

0120-932-836

0572-56-6111

0572-56-6112

qq5k9ppd@biscuit.ocn.ne.jp

http://wakao-office.com/

9:00～18:30

土曜・日曜・祝日

初回無料

初回無料
○メール内容の秘密は司法書士の守秘義務により、必ずお守りいたします。

○質問・相談内容は、司法書士の業務の範囲に限ります。

○直接事務所にお越しいただける方のみご利用できます。

○すべてのメールへの返答は約束できません。

○ご相談は、完全予約制です。
不在の場合や、他のお客様のご予約があるため、突然のお越しにはお時間をお取りできません。お電話・メールで事前の

ご予約をお願いいたします。事前にご予約頂ければ、土日・祝日・夜間も対応いたします。

○受託・相談は、事務所に直接お越しいただける方か、別料金による出張サービスをお申し込みさ
れた方のみを対象とします。
業務の性質上、きめ細やかな対応が要求されますので、司法書士と直接面談していただく必要があります。遠方のお客様

のご依頼は、お引き受けかねますので、ご了承下さい。メールなどによる相談も同様です。

※別途料金により出張サービス

○事務連絡は、お電話に出たスタッフにお伝えください。
スタッフがご用件を伺い、必要に応じて司法書士におつなぎいたします。

○初回相談は無料です。
お気軽にお問い合わせください。

●最 寄 駅…JR「土岐市」駅から徒歩約５分
●高速道路…中央自動車道「土岐」ICより約2.2km 

お問い合わせ・ご相談は　　　0120-932-836お問い合わせ・ご相談は　　　0120-932-836




